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平成 28年（2016年） 

本試験問題 
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【問 １】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。 

１ 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年 3％とする旨 

２ 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済

に充てることができる旨 

３ 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨 

４ 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三

者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨 

 

 

【問 ２】 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しい

ものはどれか。 

１ 古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するの

で、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとして

も、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。 

２ 被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を

拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。 

３ 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、

後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要であ

る。 

４ 被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもか

かわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は

当該行為を取り消すことができない。 
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【問 ３】 ＡがＡ所有の甲土地をＢに売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及

び判例によれば、正しいものはどれか。 

１ Ａが甲土地をＢに売却する前にＣにも売却していた場合、Ｃは所有権移転登記を備えてい

なくても、Ｂに対して甲土地の所有権を主張することができる。 

２ ＡがＢの詐欺を理由に甲土地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前にＢが甲土

地をＤに売却し、Ｄが所有権移転登記を備えた場合には、ＤがＢの詐欺の事実を知っていた

か否かにかかわらず、ＡはＤに対して甲土地の所有権を主張することができない。 

３ Ａから甲土地を購入したＢは、所有権移転登記を備えていなかった。Ｅがこれに乗じてＢ

に高値で売りつけて利益を得る目的でＡから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、

ＥはＢに対して甲土地の所有権を主張することができない。 

４ ＡＢ間の売買契約が、Ｂの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Ｂ

が所有権移転登記を備えていても、ＡはＢの錯誤を理由にＡＢ間の売買契約を取り消すこと

ができる。 

 

 

【問 ４】 Ａは、Ａ所有の甲土地にＢから借り入れた 3,000万円の担保として抵当権を設定

した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはど

れか。 

１ Ａが甲土地に抵当権を設定した当時、甲土地上にＡ所有の建物があり、当該建物をＡがＣ

に売却した後、Ｂの抵当権が実行されてＤが甲土地を競落した場合、ＤはＣに対して、甲土

地の明渡しを求めることはできない。 

２ 甲土地上の建物が火災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた

場合、Ｂは、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に基づく損害保険金を請求するこ

とができる。 

３ ＡがＥから 500 万円を借り入れ、これを担保するために甲土地にＥを抵当権者とする第 2

順位の抵当権を設定した場合、ＢとＥが抵当権の順位を変更することに合意すれば、Ａの同

意がなくても、甲土地の抵当権の順位を変更することができる。 

４ Ｂの抵当権設定後、Ａが第三者であるＦに甲土地を売却した場合、ＦはＢに対して、民法

第 383条所定の書面を送付して抵当権の消滅を請求することができる。 
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【問 ５】 Ａが、Ｂに対する債権をＣに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定

及び判例によれば、正しいものはどれか。 

１ ＡのＢに対する債権に譲渡禁止の特約があり、Ｃがその特約の存在を知りながら債権の譲

渡を受けていれば、Ｃからさらに債権の譲渡を受けた転得者Ｄがその特約の存在を知らなか

ったことにつき重大な過失がない場合でも、ＢはＤに対して特約の存在を対抗することがで

きる。 

２ ＡがＢに債権譲渡の通知を発送し、その通知がＢに到達していなかった場合には、Ｂが異

議をとどめない承諾をしても、ＢはＣに対して当該債権に係る債務の弁済を拒否することが

できる。 

３ ＡのＢに対する債権に譲渡禁止の特約がなく、Ｃに譲渡された時点ではまだ発生していな

い将来の取引に関する債権であった場合、その取引の種類、金額、期間などにより当該債権

が特定されていたときは、特段の事情がない限り、ＡからＣへの債権譲渡は有効である。 

４ Ａに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたＢは、Ａから債権譲渡の通知を受けるま

でに、異議をとどめない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Ｂは、Ｃ

から支払請求を受けた際に、Ａに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Ｃに

対抗することはできない。 

 

 

【問 ６】 Ａを売主、Ｂを買主とする甲土地の売買契約（以下この問において「本件契約」

という。）が締結された場合の売主の担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に

よれば、誤っているものはどれか。 

１ Ｂが、甲土地がＣの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Ａが甲土地

の所有権を取得してＢに移転することができないときは、ＢはＡに対して、損害賠償を請求

することができない。 

２ Ｂが、甲土地がＣの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Ａが甲土地

の所有権を取得してＢに移転することができないときは、Ｂは、本件契約を解除することが

できる。 

３ Ｂが、Ａ所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した

場合、当該抵当権の実行によってＢが甲土地の所有権を失い損害を受けたとしても、ＢはＡ

に対して、損害賠償を請求することができない。 

４ Ｂが、Ａ所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら本件契約を締結した

場合、当該抵当権の実行によってＢが甲土地の所有権を失ったときは、Ｂは、本件契約を解

除することができる。 
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【問 ７】 ＡがＢから賃借する甲建物に、運送会社Ｃに雇用されているＤが居眠り運転する

トラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した場合（以下「本件事故」という。）に関する次の

記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはいくつあるか。なお、ＤはＣの業務

として運転をしていたものとする。 

ア ＡはＢに対し、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、賃料の減額を請求することができる。 

イ Ａは、甲建物の残りの部分だけでは賃借した目的を達することができない場合、Ｂとの賃

貸借契約を解除することができる。 

ウ Ｃは、使用者責任に基づき、Ｂに対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、Ｄに対

して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合

がある。 

１ 一つ 

２ 二つ 

３ 三つ 

４ なし 

 

 

【問 ８】 ＡがＢに甲建物を月額 10万円で賃貸し、ＢがＡの承諾を得て甲建物をＣに適法に

月額 15万円で転貸している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っ

ているものはどれか。 

１ Ａは、Ｂの賃料の不払いを理由に甲建物の賃貸借契約を解除するには、Ｃに対して、賃料

支払の催告をして甲建物の賃料を支払う機会を与えなければならない。 

２ ＢがＡに対して甲建物の賃料を支払期日になっても支払わない場合、ＡはＣに対して、賃

料 10万円をＡに直接支払うよう請求することができる。 

３ ＡがＢの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、ＣのＢに対する賃料の

不払いがなくても、ＡはＣに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。 

４ ＡがＢとの間で甲建物の賃貸借契約を合意解除した場合、ＡはＣに対して、Ｂとの合意解

除に基づいて、当然には甲建物の明渡しを求めることができない。 

 

 

  


